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内閣府で障害者制度改革に関
わってきた元ヒューマンネッ
トワーク熊本代表の東俊裕氏

＝熊本市

締
結
控
え
た
障
害
者
権
利
条
約

「
人
権
の
確
保
画
期
的
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漢方独特の診断法 普及ヘ
専
門
医
以
外
に
は
難
し
い
と
さ
れ
る
漠
方
独
特
の
診
断
法
を
、

I
T

を
活
用
し
て
広
く

普
及
さ
せ
ら
れ
な
い
か
ー
。
漠
方
の
診
断
支
援
シ
ス
テ
ム
の
開
発
が
、
厚
生
労
働
省
な
ど

の
研
究
費
で2
0
0
8

年
か
ら
進
ん
で
い
る
。
目
標
は
、
国
際
的
に
も
分
か
り
や
す
い
診

断
の
標
準
化
。
ま
だ
道
半
ば
だ
が
、
完
成
す
れ
ば
漠
方
が
も
っ
と
身
近
に
な
り
そ
う
だ
。

現
在
、
健
康
保
険
で
使
え
る
漠
方

薬
は
約1
5
0

種
。
業
界
団
体
の
調

査
に
よ
る
と
、
且
吊
診
療
で
漠
方
薬

を
使
用
し
て
い
る
医
師
（
眼
科
、
芙

容
外
科
な
ど
一
部
の
診
療
科
を
除

く
）
は
約9
割
に
上
る
。1
0年
末
時

点
の
医
師
数
（
約2
9万
5

千
人
）
に

単
純
に
当
て
は
め
る
と
、
全
国
で
2
6

万
人
以
上
が
漠
方
薬
を
処
方
し
て
い

る
計
算
だ
が
、
日
本
東
洋
医
学
会
が

認
定
し
た
漠
方
専
門
医
は
2

千
人
余

り
。
「
大
半
は
専
門
的
な
知
識
が
な

い
ま
ま
、
西
洋
医
学
の
薬
の
代
用
と

し
て
わ
ず
か
な
漢
方
薬
を
使
っ
て
い

る
の
が
実
態
」
と
研
究
代
表
の
渡
辺

賢
治
慶
応
大
教
授
（
内
科
と
漠
方
が

患
者
が
自
覚
症
状
な
ど
を
入
力
す
る
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
の
画
面

（
渡
辺
緊
治
氏
提
供
、
液
晶
画
面
は
、
は
め
込
み
合
成
）

障
害
者
の
人
権
を
尊
重
し
、
社
会
参
加
を
後
押
し
す
る
国
連

の
障
害
者
権
利
条
約
の
締
結
に
向
け
た
国
内
の
法
整
備
が

6

月

に
完
了
。
開
会
中
の
臨
時
国
会
で
承
認
さ
れ
れ
ば
、
条
約
締
結

が
実
現
に
向
か
う
。
講
演
の
た
め
1
8日
に
来
熊
し
た
内
閣
府
障

害
者
制
度
改
革
担
当
室
長
で
元
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
熊

本
代
表
の
東
俊
裕
氏(
6
0
)
1
1

菊
池
市
出
身1
1
に
、
条
約
締
結
や

一
連
の
制
度
改
革
に
つ
い
て
聞
い
た
。
（
田
中
祥
三
）

日
本
は2
0
0
7

年
9

月
に
内
の
制
度
改
革
に
着
手
し
、
障

障
害
者
権
札
条
納
に
署
名C

そ
害
者
基
本
法
の
改
正
な
ど
法
整

の
後
、
条
約
締
結
に
向
け
て
国
備
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
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渡辺賢治・
慶応大教授
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▽
9

割
が
処
方

閾疇鴫料
2006年国運総会で障害者権

12月i利条約を採択
07年｛日本が障害者権利条
9月！約に署名

~ 

11年i改正障害者基本法が
8月i施行

込
ん
で
い
っ
た
。
デ
ー
タ
の
集
積
は

1
0年
に
ま
ず
慶
応
大
で
ス
タ
ー
ト
。

そ
の
後
、
富
山
大
、
千
葉
大
な
ど
計

7

施
設
に
広
げ
、
最
終
的
に
患
者
約

6
2
0
0

人
分
、
約3
万
5

千
件
の

デ
ー
タ
を
集
め
、1
4
8

の
問
診
項

目
を
選
び
出
し
た
。

ー
そ
の
結
果
、
証
の
一
部
に
つ
い
て

は
、
『
患
者
の
画
面
入
力
に
基
づ
い
て

専
門
医
の
診
断
に
近
い
結
果
を
導
く

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、

施
設
に
よ
っ
て
特
定
の
証
の
診
断
が

多
い
、
少
な
い
と
い
っ
た
、
い
わ
ば

「
癖
」
の
よ
う
な
傾
向
が
見
つ
か
り
、

客
観
的
な
基
準
の
確
立
に
は
さ
ら
に

検
討
が
必
要
な
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
渡
辺
さ
ん
ら
は
、
こ
れ
ま
で

の
成
果
を
基
に
シ
ス
テ
ム
の
改
良
を

続
け
る
方
針
だ
。
＂

▽
日
本
で
発
展

専
門
）
は
話
す
。
＿

漢
方
は
、
患
者
の
症
状
だ
け
で
な

し
ょ
う

く
体
質
に
も
着
目
し
、
「
証
」
と

呼
ば
れ
る
そ
の
人
の
タ
イ
プ
に
合
わ

せ
た
薬
を
選
ぶ
。
こ
の
た
め
、
西
洋

医
学
的
な
病
名
は
同
じ
で
あ
っ
て

も
、
漠
方
で
は
患
者
に
よ
っ
て
用
い

る
薬
が
異
な
る
と
い
う
特
徴
が
あ

る
。「

患
者
一
人
一
人
に
最
適
な
『
個

別
化
医
療
』
を
目
指
す
点
、
検
査
結

果
よ
り
も
患
者
の
訴
え
を
重
視
す
る

点
で
、
漠
方
は
よ
り
患
者
目
線
に
立
．
漠
方
診
断
の
標
準
化
を
渡
辺
さ
ん

っ
た
医
療
と
言
え
る
の
で
は
な
い
ら
が
目
指
す
背
景
に
は
へ
別
の
事
情

か
」
と
渡
辺
さ
ん
。
だ
が
、
証
の
見
も
あ
る
。
日
常
の
診
療
に
加
え
死
因

立
て
は
医
師
の
専
門
知
識
や
経
験
に
な
ど
の
統
計
に
も
使
わ
れ
る
世
界
保

基
づ
い
て
お
り
、
分
か
り
や
す
い
客
健
機
関
(
W
H
o
)
の
国
際
疾
病
分

観
的
基
準
が
な
い
。
「
こ
れ
で
は
せ
類
が2
年
後
(
1
5
年
）
に
改
定
さ
れ
、

っ
か
く
漠
方
薬
を
使
っ
て
も
、
良
さ
日
本
の
漠
方
を
含
む
東
ア
ジ
ア
の
伝

を
十
分
に
引
き
出
せ
な
い
」
と
、
一
般
統
医
学
の
診
断
項
目
が
、
西
洋
医
学

医
師
向
け
の
診
断
支
援
シ
ス
テ
ム
の
以
外
で
初
め
て
取
り
入
れ
ら
れ
る
予

開
発
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
と
定
に
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
。

い
う
。
漠
方
は
、
ル
ー
ツ
は
中
国
だ
が
日

•
本
で
独
自
に
発
展
し
た
。
「
そ
の
結

果
、
中
国
や
韓
国
の
伝
統
医
学
と
違

▽
デ
ー
タ
集
積

そ
の
第1
段
階
と
し
て
、
患
者
が
い
、
西
洋
医
学
を
学
ん
だ
医
師
が
漠

自
分
の
自
覚
症
状
や
体
質
を
、
タ
ブ
方
を
用
い
る
と
い
う
質
の
高
い
医
療

レ
ッ
ト
端
末
な
ど
の
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
が
行
わ
れ
て
い
る
上
、
日
本
製
の
漠

式
画
面
で
入
力
す
る
「
問
診
ン
ス
テ
方
薬
は
品
質
が
安
定
し
安
全
性
も
高

ム
」
を
製
作
し
た
。
い
と
い
う
特
長
が
あ
り
、
世
界
に
積

患
者
は
画
面
に
表
示
さ
れ
る
「
イ
極
的
に
発
信
で
き
る
可
能
性
が
あ

ラ
イ
ラ
す
る
」
「
暑
が
り
」
な
ど
数
る
」
と
渡
辺
さ
ん
は
強
調
す
る
。

百
項
目
の
質
問
や
選
択
肢
へ
の
答
え
’
将
来
の
国
際
化
を
に
ら
み
、
漢
方

を
入
力
。
漠
方
専
門
医
に
よ
る
診
断
を
ど
う
活
用
し
て
い

V
の
か
。
国
の

結
果
と
照
合
す
る
こ
と
で
、
適
切
な
、
政
策
的
な
検
討
も
求
め
ら
れ
る
と
渡

診
断
に
つ
な
が
る
問
診
項
目
を
絞
り
辺
さ
ん
は
指
摘
し
て
い
る
。

車
い
す
利
用
の
障
害
者
で
も
で
施
設
な
ど
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー

あ
る
東
室
長
は
「
条
約
に
は
、
を
進
め
れ
ば
、
子
育
て
世
代
や

保
障
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
障
害
高
齢
者
な
ど
多
く
の
人
に
と
っ

者
の
人
権
を
確
保
し
よ
う
と
い
て
よ
り
良
い
生
活
環
境
と
な

う
観
点
が
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
る
。
デ
パ
ー
ト
な
ど
が
障
害
者

画
期
的
。
国
内
の
法
整
備
を
進
の
た
め
の
配
慮
を
す
れ
ば
顧
客

め
た
結
果
、
課
題
を
残
し
つ
つ
拡
大
に
つ
な
が
る
可
能
性
も
あ

く
も
一
定
の
制
度
改
革
が
進
め
ら
り
、
相
互
に
メ
リ
ッ
ト
は
あ
る
」

聞
れ
て
き
た
」
と
評
価
す
る
。
＼
忌
碑
解
を
求
め
る

d
'

に

1
1年
7

月
に
改
正
さ
れ
た
障
差
別
解
消
滋
の
施
行
は

1
6年

長
杞
〖
害
者
基
本
法
で
は
、
「
障
害
」

4

月
か
ら
で
、
何
が
「
不
当
な

池
に
つ
い
て
個
人
の
機
能
の
問
題
取
り
扱
い
」
に
該
当
す
る
か
な

室
菊
出

当
（
に
と
ど
め
ず
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ど
は
内
閣
府
や
関
係
省
庁
が
今

担
氏
の
不
備
な
ど
「
社
会
的
障
壁
」
後
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
示

耳
枠
に
よ
ニ
チ
て
も
生
活
の
制
限
を
受
す
予
定
こ
の
ほ
か
、
障
害
者

麟
俊
け
て
い
る
と
定
義
。
当
事
者
団

制
東
体
の
主
張
に
沿
っ
た
考
え
方
を

者
採
用
し
た
。

害
、

6
月
に
は
「
障
害
者
差
別
解

障
消
法
」
が
成
立
。
行
政
や
民
間

府閣
事
業
者
に
障
害
を
理
由
と
し
た

内
不
当
な
取
り
扱
い
を
禁
じ
た
ほ

か
、
障
壁
を
取
り
除
く
た
め
の

合
理
的
な
配
慮
を
求
め
た
。

東
室
長
は
「
障
害
者
の
視
点




